
 

議案第６３号 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年木津川市条例第２４号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和２年１２月１日提出 

 

                木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和２年内閣府令第３３号）」が

令和２年４月１日から施行されたこと及び「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和２年法律第４１号）」の

公布により「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）」の一部が改正され、

令和２年９月１０日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 



 

木津川市条例第  号 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

 木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年木津川市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２３号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

第７条第２項中「含む」の次に「。第４０条第２項及び第４２条第４項第１号にお

いて同じ」を加える。 

第３７条第１項中「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚

生労働省令第６１号）第２７条」を「木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年木津川市条例第２５号）第２８条」に、「同省令

第２７条」を「同条例第３１条」に、「同条」を「同条例第３３条」に改め、同条第

２項中「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第４２条の規定を踏まえ」を

「木津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第４２条の規

定により」に改める。 

第４０条第２項中「（同法第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）」を削る。 

第４２条第１項ただし書を削り、同条第４項中「特定地域型保育事業者による第１

項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき」を

「次の各号のいずれかに該当するとき」に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同

項に次の各号を加える。 

（１） 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満

保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者によ

る特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに



 

係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育

が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

（２） 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第４２条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に係る部分に限る。）」を加え、

同条第６項中「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」を「木津川市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」に改め、「（以下この項にお

いて「居宅訪問型保育連携施設」という。）」を削り、同項ただし書を削り、同条第

７項及び第８項中「第１項本文」を「第１項」に改める。 

附則第４条中「第４２条第１項本文」を「第４２条第１項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



参考資料（議案第６３号） 

 

木津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） 

第１条 （略） 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）～（２２） （略） 

（２３） 特定地域型保育事業 法

第４３条第２項に規定する特定

地域型保育事業をいう。 

 （２４）～（２９） （略） 

第３条～第６条 （略） 

 （あっせん、調整及び要請に対する

協力） 

第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども

園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、法第１９条第１

項第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福

祉法第２４条第３項（同法第７３条

（旧） 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）～（２２） （略） 

（２３） 特定地域型保育事業 法

第４３条第３項に規定する特定

地域型保育事業をいう。 

 （２４）～（２９） （略） 

第３条～第６条 （略） 

 （あっせん、調整及び要請に対する

協力） 

第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども

園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、法第１９条第１

項第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福

祉法第２４条第３項（同法第７３条



第１項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。第４０条第２項及

び第４２条第４項第１号において同

じ。）の規定により市町村が行う調

整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。 

第８条～第３６条 （略） 

第３７条 特定地域型保育事業（事業

所内保育事業を除く。）利用定員

（法第２９条第１項の確認において

定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小

規模保育事業Ａ型（木津川市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２６年木津

川市条例第２５号）第２８条に規定

する小規模保育事業Ａ型をいう。第

４２条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同

条例第３１条に規定する小規模保育

事業Ｂ型をいう。同号において同

じ。）にあっては６人以上１９人以

下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第

３３条に規定する小規模保育事業Ｃ

型をいう。附則第３条において同

じ。）にあっては６人以上１０人以

第１項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定により市

町村が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

 

 

第８条～第３６条 （略） 

第３７条 特定地域型保育事業（事業

所内保育事業を除く。）利用定員

（法第２９条第１項の確認において

定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小

規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号）第

２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４２条第３項第１号に

おいて同じ。）及び小規模保育事業

Ｂ型（同省令第２７条に規定する小

規模保育事業Ｂ型をいう。同号にお

いて同じ。）にあっては６人以上１

９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同

条に規定する小規模保育事業Ｃ型を

いう。附則第３条において同じ。）

にあっては６人以上１０人以下、居

宅訪問型保育事業にあっては１人と



下、居宅訪問型保育事業にあっては

１人とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の種類及び当該特定地域型

保育の種類に係る特定地域型保育事

業を行う事業所（以下「特定地域型

保育事業所」という。）ごとに、法

第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員（事

業所内保育事業を行う事業所にあっ

ては、木津川市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める

条例第４２条の規定により、その雇

用する労働者の監護する小学校就学

前子どもを保育するため当該事業所

内保育事業を自ら施設を設置して行

う事業主に係る当該小学校就学前子

ども（当該事業所内保育事業が、事

業主団体に係るものにあっては事業

主団体の構成員である事業主の雇用

する労働者の監護する小学校就学前

子どもとし、共済組合等（児童福祉

法第６条の３第１２項第１号ハに規

定する共済組合等をいう。）に係る

ものにあっては共済組合等の構成員

（同号ハに規定する共済組合等の構

成員をいう。）の監護する小学校就

する。 

 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の種類及び当該特定地域型

保育の種類に係る特定地域型保育事

業を行う事業所（以下「特定地域型

保育事業所」という。）ごとに、法

第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員（事

業所内保育事業を行う事業所にあっ

ては、家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準第４２条の規定を

踏まえ、その雇用する労働者の監護

する小学校就学前子どもを保育する

ため当該事業所内保育事業を自ら施

設を設置して行う事業主に係る当該

小学校就学前子ども（当該事業所内

保育事業が、事業主団体に係るもの

にあっては事業主団体の構成員であ

る事業主の雇用する労働者の監護す

る小学校就学前子どもとし、共済組

合等（児童福祉法第６条の３第１２

項第１号ハに規定する共済組合等を

いう。）に係るものにあっては共済

組合等の構成員（同号ハに規定する

共済組合等の構成員をいう。）の監

護する小学校就学前子どもとす



学前子どもとする。）及びその他の

小学校就学前子どもごとに定める法

第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員とす

る。）を、満１歳に満たない小学校

就学前子どもと満１歳以上の小学校

就学前子どもに区分して定めるもの

とする。 

第３８条・第３９条 （略） 

（あっせん、調整及び要請に対する

協力） 

第４０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳

未満保育認定子どもに係る特定地域

型保育事業の利用について児童福祉

法第２４条第３項の規定により市町

村が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

 

 

第４１条 （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居

宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この頃から第５項までにおいて

同じ。）は、特定地域型保育が適正

かつ確実に実施され、及び必要な教

る。）及びその他の小学校就学前子

どもごとに定める法第１９条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員とする。）を、満１

歳に満たない小学校就学前子どもと

満１歳以上の小学校就学前子どもに

区分して定めるものとする。 

 

第３８条・第３９条 （略） 

（あっせん、調整及び要請に対する

協力） 

第４０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳

未満保育認定子どもに係る特定地域

型保育事業の利用について児童福祉

法第２４条第３項（同法第７３条第

１項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により市町

村が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。 

第４１条 （略） 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居

宅訪問型保育事業を行う者を除く。

以下この頃から第５項までにおいて

同じ。）は、特定地域型保育が適正

かつ確実に実施され、及び必要な教



育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力

を行う認定こども園、幼稚園又は保

育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（１）～（３） （略） 

２・３ （略） 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該

当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができ

る。 

 

（１） 市長が、児童福祉法第２４

条第３項の規定による調整を行

うに当たって、特定地域型保育

事業者による特定地域型保育の

提供を受けていた満３歳未満保

育認定子どもを優先的に取り扱

う措置その他の特定地域型保育

事業者による特定地域型保育の

提供の終了に際して、当該満３

育・保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力

を行う認定こども園、幼稚園又は保

育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。

ただし、離島その他の地域であっ

て、連携施設の確保が著しく困難で

あると市が認めるものにおいて特定

地域型保育事業を行う特定地域型保

育事業者については、この限りでな

い。 

（１）～（３） （略） 

２・３ （略） 

４ 市長は、特定地域型保育事業者に

よる第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認めるときは、同号の規定を適

用しないこととすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望

に基づき、引き続き必要な教

育・保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

（２） 特定地域型保育事業者によ

る第１項第３号に掲げる事項に

係る連携施設の確保が著しく困

難であると認めるとき（前号に

該当する場合を除く。）。 

５ 前項（同項第２号に係る部分に限

る。）の場合において、特定地域型

保育事業者は、児童福祉法第５９条

第１項に規定する施設のうち、次に

掲げるもの（入所定員が２０人以上

のものに限る。）であって、市長が

適当と認めるものを第１項第３号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者

として適切に確保しなければならな

い。 

（１）・（２） （略） 

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、

木津川市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例第

３７条第１号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては、当

該乳幼児の障害、疾病等の状態に応

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 前項の場合において、特定地域型

保育事業者は、児童福祉法第５９条

第１項に規定する施設のうち、次に

掲げるもの（入所定員が２０人以上

のものに限る。）であって、市長が

適当と認めるものを第１項第３号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者

として適切に確保しなければならな

い。 

 

（１）・（２） （略） 

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、

家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準第３７条第１号に規定す

る乳幼児に対する保育を行う場合に

あっては、当該乳幼児の障害、疾病

等の状態に応じ、適切な専門的な支



じ、適切な専門的な支援その他の便

宜の供与を受けられるよう、あらか

じめ、連携する障害児入所施設（児

童福祉法第４２条に規定する障害児

入所施設をいう。）その他の市の指

定する施設を適切に確保しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 事業所内保育事業（第３７条第２

項の規定により定める利用定員が２

０人以上のものに限る。次項におい

て「保育所型事業所内保育事業」と

いう。）を行う者については、第１

項の規定にかかわらず、連携施設の

確保に当たって、同項第１号及び第

２号に係る連携協力を求めることを

要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う

者のうち、児童福祉法第６条の３第

１２項第２号に規定する事業を行う

者であって、市長が適当と認めるも

援その他の便宜の供与を受けられる

よう、あらかじめ、連携する障害児

入所施設（児童福祉法第４２条に規

定する障害児入所施設をいう。）そ

の他の市の指定する施設（以下この

項において「居宅訪問型保育連携施

設」という。）を適切に確保しなけ

ればならない。ただし、離島その他

の地域であって、居宅訪問型保育連

携施設の確保が著しく困難であると

市が認めるものにおいて居宅訪問型

保育を行う居宅訪問型保育事業者に

ついては、この限りでない。 

 

７ 事業所内保育事業（第３７条第２

項の規定により定める利用定員が２

０人以上のものに限る。次項におい

て「保育所型事業所内保育事業」と

いう。）を行う者については、第１

項本文の規定にかかわらず、連携施

設の確保に当たって、同項第１号及

び第２号に係る連携協力を求めるこ

とを要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う

者のうち、児童福祉法第６条の３第

１２項第２号に規定する事業を行う

者であって、市長が適当と認めるも



の（附則第４条において「特例保育

所型事業所内保育事業者」とい

う。）については、第１項の規定に

かかわらず、連携施設の確保をしな

いことができる。 

９ （略） 

第４３条～第５３条 （略） 

附 則 

第１条～第３条 （略） 

（連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例

保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく

困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができる

と市が認める場合は、第４２条第１

項の規定にかかわらず、この条例の

施行の日から起算して１０年を経過

する日までの間、連携施設を確保し

ないことができる。 

の（附則第４条において「特例保育

所型事業所内保育事業者」とい

う。）については、第１項本文の規

定にかかわらず、連携施設の確保を

しないことができる。 

９ （略） 

第４３条～第５３条 （略） 

附 則 

第１条～第３条 （略） 

（連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例

保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく

困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができる

と市が認める場合は、第４２条第１

項本文の規定にかかわらず、この条

例の施行の日から起算して１０年を

経過する日までの間、連携施設を確

保しないことができる。 

 


